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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被取付部材に取付けられた可動部材である被保護部材を覆うカバーと、
　前記カバーの両端部から前記被取付部材に向かって延設され、前記被保護部材を跨いで
両側面を囲い、先端部に設けられた固定部材で前記被取付部材の裏表を挟持する脚部と、
　前記カバーに設けられた配線ホルダと、
を有し、
　前記脚部は前記カバーを間に置いて一方を開閉させると他方が閉開する、板状に形成さ
れた脚板であり、
　前記カバーと前記被保護部材との間に空間を設けた状態で前記脚部が前記被取付部材に
係止されることを特徴とする保護部材。
 
【請求項２】
前記脚板は前記カバーに揺動自在に支持され弾性部材で開方向または閉方向に付勢されて
いることを特徴とする請求項１に記載の保護部材。
 
【請求項３】
前記脚板は前記カバーと一体形成され弾性変形して開閉することを特徴とする請求項１に
記載の保護部材。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保護部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から精密機械の内部、特に複写機やプリンターなどの画像成形装置において、内部
配線の増加に伴い、フラットケーブルやワイヤーハーネスを配線保持する際には、筐体の
一部に取り付け部材をはめ込み部材の間にフラットケーブルを挟んで配線保持をしている
例がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、装置内部に可動部分が存在し、且つワイヤーハーネスを可動部分の近傍に配置す
る必要がある場合、可動部材に連動してワイヤーハーネスの一部に張力を付与または解除
する方向に保持部材を移動させる連動手段とを備えるように構成された保持部材（例えば
、特許文献２参照）が提案されている。これによりワイヤーハーネスと可動部分が接触あ
るいは干渉して故障が発生する事態を防止することができる。
【０００４】
　しかし特許文献１および２の例では例えば一部のＤＣブラシレスモータのように軸では
なく外部が回転するモータなどの可動部上にはハーネスの配線ができず、取り付け場所に
制限が生じる。また特許文献２の例ではハーネス等の場所が移動・変更となった場合、位
置変更が難しくコスト高になり、フレキシブルに対応ができない。あるいは取外しに力が
かかったり、工具が必要だったり、周辺部品のメンテナンスや部品交換に手間がかかる。
【特許文献１】特開平９－２８９３８２号公報　　（図１、第２～３頁）
【特許文献２】特開２００２－２４０３９３号公報（図１、第３～５頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、簡単に着脱可能で可動部分の近傍にも配線可能な保護部材
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の保護部材は、被取付部材に取付けられた可動部材である被保護部材を
覆うカバーと、前記カバーの両端部から前記被取付部材に向かって延設され、前記被保護
部材を跨いで両側面を囲い、先端部に設けられた固定部材で前記被取付部材の裏表を挟持
する脚部と、前記カバーに設けられた配線ホルダと、を有し、前記脚部は前記カバーを間
に置いて一方を開閉させると他方が閉開する、板状に形成された脚板であり、前記カバー
と前記被保護部材との間に空間を設けた状態で前記脚部が前記被取付部材に係止されるこ
とを特徴とする。
 
【０００７】
　上記構成の発明では、脚部先端の固定部材が被取付部材の縁部または貫通口を把持する
ので、取付け・取外し方向の力に対して確実に保護部材を固定でき、脚部の一方を開閉す
ることにより、可動部材である被保護部材とカバーとの間に空間を有する状態のまま、保
護部材を被取付部材に係止することができ、かつカバー上で配線部材を固定できるので、
配線部材が可動する被保護部材に干渉する危険を更に減らすことができる。また脚部が板
状に形成された脚板であるので、モータなどの可動部を大面積で覆うことができハーネス
等が絡まる恐れを軽減し、脚部の一方を開閉することにより保護部材を被取付部材に係止
することができるので簡単に着脱可能な保護部材とすることができる。
 
【０００８】



(3) JP 4380366 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

　請求項２に記載の保護部材は、前記脚板は前記カバーに揺動自在に支持され弾性部材で
開方向または閉方向に付勢されていることを特徴とする。
 
【０００９】
　上記構成の発明では、ワンタッチで脚板を開閉可能なので止め具、工具が不要であり、
簡単に取付け・取外しができる。
 
【００１０】
　請求項３に記載の保護部材は、前記脚板は前記カバーと一体形成され弾性変形して開閉
することを特徴とする。
 
【００１１】
　上記構成の発明では、弾性変形する脚板を開閉することで保護部材の取付け・取外しを
行うので、部品点数が少なく構造が簡単な保護部材とすることができる。
 
【００１７】
　上記構成の発明では、ワンタッチで脚板を開閉可能なので止め具、工具が不要であり、
簡単に取付け・取外しができる。
【００１８】
　請求項４に記載の保護部材は、前記脚板は前記カバーと一体形成され弾性変形して開閉
することを特徴とする。
【００１９】
　上記構成の発明では、弾性変形する脚板を開閉することで保護部材の取付け・取外しを
行うので、部品点数が少なく構造が簡単な保護部材とすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は上記構成としたので、簡単に着脱可能で可動部分の近傍にも配線可能な保護部
材とすることができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１には、本発明の第一実施形態に係る保護部材の構造が示されている。
【００２２】
　図１のように、保護部材１０はカバー１２の縁部に脚部１４を設けた形状をしており、
脚部１４が弾性をもって開閉可能であるように、保護部材１０の素材は合成樹脂などの弾
性を持つ素材で形成されている。
【００２３】
　カバー１２の縁部には脚部１４がこれと交わる方向で設けられており、被保護部材２２
と対向し両側面からカバーする先端１４ｂには、被保護部材２２が設けられた基板２０と
嵌合し保護部材１０を固定する突起１６が設けられている。
【００２４】
　脚部１４の、もう一方の端部１４ａを図に矢印で示したような方向に作業者が押圧する
ことで、脚部１４とカバー１２の接点１４ｃを支点として端部１４ｂは外側に開き、基板
２０の縁部２１を突起１６で挟持させることができる。
【００２５】
　カバー１２には配線ホルダ１８が設けられ、被保護部材２２の近傍を通過する配線、ハ
ーネス等を固定することができる。これにより、被保護部材２２の近傍に配線、ハーネス
等を安全に通せるので装置全体を小型化することができる。
【００２６】
　図２には、本発明の第一実施形態に係る保護部材の動作が示されている。
【００２７】



(4) JP 4380366 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

　保護部材１０を作業者が保持する際には脚部１４の端部１４ａを押圧するようにして保
持することで、図２（ａ）のように白矢印方向に端部１４ａが押され、１４ｃを支点とし
て１４ｂを外側に（黒矢印方向）広げる力が発生する。
【００２８】
　そのままの状態を保ち、図２（ｂ）のように端部１４ｂを基板２０の縁部２１に嵌合す
る位置まで移動させる。
【００２９】
　次いで作業者が手を離せば保護部材１０自体の弾性で１４ｂは元の位置に戻り、図２（
ｃ）のように縁部２１と嵌合する。以上のように、本実施形態では保護部材１０を固定す
る際にビスなどの留め具や工具を一切必要とせず、簡単かつ正確、堅固に保護部材１２を
固定することができる。
【００３０】
　図３には、本発明の第二実施形態に係る保護部材の構造が示されている。
【００３１】
　図３のように、保護部材１０ｂはカバー１２に脚部１４が軸２４で揺動可能に支持され
ており、脚部１４はバネ２６で端部１４ｂが閉じる方向に付勢されている。
【００３２】
　図４には、本発明の第二実施形態に係る保護部材の動作が示されている。
【００３３】
　前述のように脚部１４は端部１４ｂが閉じる方向に付勢されているので、そのままでは
手を離すと端部１４ｂ側が内側になる方向に閉じてしまい、使いにくい。
【００３４】
　そこで図４（ａ）のように、脚部１４が閉じてしまわないようにカバー１２にストッパ
２８を設け、バネ２６による圧力を受け止める構造としてもよい。
【００３５】
　本実施形態においても、使用時には作業者が脚部１４の端部１４ａを押圧するようにし
て保持することで、図４（ａ）のように白矢印方向に端部１４ａが押され、軸２４を支点
として１４ｂを外側に（黒矢印方向）広げる力が発生する。
【００３６】
　そのままの状態を保ち、図４（ｂ）のように端部１４ｂを基板２０の縁部２１に嵌合す
る位置まで移動させる。
【００３７】
　次いで作業者が手を離せばバネ２６の弾性で１４ｂは元の位置に戻り、図４（ｃ）のよ
うに縁部２１と嵌合する。以上のように、本実施形態では保護部材１０ｂを固定する際に
ビスなどの留め具や工具を一切必要とせず、簡単かつ正確、堅固に保護部材１０ｂを固定
することができる。
【００３８】
　また、第一、第二実施形態で共通の特徴として、近年のコンパクト化が進んだ機械内部
では基板２０上の被保護部材２２近辺にも部品が密集しているなどの理由で作業者の手が
入りにくい状況が考えられるが、本発明の保護部材であれば作業のための空間なしで装着
可能なので、ドライバやサムスクリューを使用する方法に比較して格段に作業性が優れて
いる。
【００３９】
　図５には、本発明の第三実施形態に係る保護部材の動作が示されている。
【００４０】
　図５に示すように、保護部材１０ｃには２つの脚部１４に加えて３番目の脚部３４を追
加し、３方向から保護部材１０ｃを固定する構造である。
【００４１】
　脚部１４，３４によって３方向から固定するので堅固であり、かつ取付けの際に方向を
間違える恐れのない、いわゆるフールプルーフ構造とすることができる。
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【００４２】
　固定の際には３方向から押圧してもよいが、脚部３４はあえて可動とせず基板２０と嵌
合させる構造としてもよい。その際には脚部３４が基板２０に嵌合する方向、つまり図５
のＹ方向に位置決めが必要となるので、図５のように４番目の脚部３０を設け、先端に突
起３２を設ける。
【００４３】
　この突起３２は基板２０の位置決め穴３６に嵌合する。すなわち、脚部１４および脚部
３４を取付け穴２１ｂに嵌合し、脚部１４により図５のＸ方向の位置決めがなされた後、
脚部３４を取付け穴２１ｂに挿入、突起３２を位置決め穴３６に嵌合すれば簡単に正確な
位置合わせを行うことができる。
【００４４】
　本実施形態によれば、保護部材１０ｃを固定する際にビスなどの留め具や工具を一切必
要とせず、簡単かつ正確、堅固に保護部材１０ｃを固定することができる。
【００４５】
　さらに、第一、第二実施形態で共通の特徴すなわち作業のための空間なしで装着可能な
ため、ドライバやサムスクリューを使用する方法に比較して格段に作業性が優れている点
に加えて、位置決め穴３６と突起３２を用いることで手探りでも正確な位置合わせが容易
に行える点が特徴であり、基板の裏側に手を回して作業を行う際などの作業性は特に優れ
ている。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１形態に係る保護部材の構造を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１形態に係る保護部材の動作を示す側面図である。
【図３】本発明の第２形態に係る保護部材の構造を示す斜視図である。
【図４】本発明の第２形態に係る保護部材の動作を示す側面図である。
【図５】本発明の第３形態に係る保護部材の構造と動作を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　１０　　保護部材
　　１２　　カバー
　　１４　　脚部
　　１６　　突起
　　２０　　基板
　　２２　　被保護部材
　　２４　　軸
　　２６　　バネ
　　３２　　突起
　　３６　　位置決め穴
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